
赤穂市 AKO CITY 

赤穂市健康増進計画（第４次）の策定について 

１．趣 旨 

  赤穂市健康増進計画（第４次）の策定について 

２．内 容 

⑴ 計画策定の趣旨

令和４年度は、「赤穂市健康増進計画（第３次）」の最終年度であるこ

とから、これまでの取り組みの実績や目標に対する最終評価の結果を踏 

まえるとともに、国や兵庫県の健康づくりに関する計画との整合性を図 

りながら、食育推進計画を含む「赤穂市健康増進計画（第４次）」を策定 

し、引き続き、市民の健康づくりと疾病予防に重点を置いた取り組みを市 

全体で総合的かつ計画的に推進します。 

⑵ 計画の位置づけ

本計画は、市民の生活習慣病予防とともに、健康寿命の延伸に向けた

具体的な目標を定めた計画であり、「健康増進法」第８条第２項に基づく 

「市町村健康増進計画」と、「食育基本法」第 18条に基づく「市町村食育 

推進計画」を一体的に策定した計画です。 

また、本計画は、「赤穂市総合計画」を上位計画として、「赤穂市地域福 

祉計画」などの健康づくりに関連する計画・施策と整合性を図りながら推 

進します。 

⑶ 計画の期間

令和５年度から令和９年度までの５年間を計画期間とします。

３．その他 

  計画書は、市ホームページ、保健センター、各地区公民館でご覧いただけま

す。 

会 見 年 月 日 令和５年３月２４日（金曜日） 

担 当 課 健康福祉部保健センター （担当者名：日笠） 

問い合わせ先 TEL： 0791-46-8701 （内線： ） FAX：0791-46-8705 


